
16広報すおう大島 平成 18 年 ( 2006 年 ) ６月号

お
知
ら
せ

重
度
心
身
障
害
者
に
は
医
療

費
を
助
成
し
て
い
ま
す

　

重
度
心
身
障
害
者
医
療
費
制
度

と
は
、
一
定
の
障
害
等
が
あ
る
人

が
医
療
を
受
け
た
際
の
医
療
費
を

公
費
で
負
担
す
る
制
度
で
す
。

■
対
象
と
な
る
人
／

①
身
体
障
害
者
手
帳
１
級
〜
３
級

　

を
お
持
ち
の
方

②
療
育
手
帳
Ａ
を
お
持
ち
の
方

③
精
神
障
害
者
保
健
福
祉
手
帳
１

　

級
を
お
持
ち
の
方

④
国
民
年
金
法
施
行
令
別
表
１
級

　

を
お
持
ち
の
方

■
有
効
期
間
／

　

平
成
18
年
７
月
１
日
か
ら
平
成

　

19
年
６
月
30
日
ま
で

■
助
成
の
条
件
／

　

一
定
の
所
得
基
準
を
超
え
な
い

方
。（
所
得
基
準
に
つ
い
て
は
福
祉

課
に
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。）

　

対
象
に
な
る
と
思
わ
れ
る
方
は

申
請
を
し
て
く
だ
さ
い
。

　

な
お
、
す
で
に
受
給
し
て
い
る

方
に
は
更
新
書
類
を
送
っ
て
お
り

ま
す
の
で
、
手
続
き
の
お
済
み
で

な
い
方
は
今
月
中
に
手
続
き
を
し

て
く
だ
さ
い
。

　

た
だ
し
、
老
人
医
療
費
受
給
者

証
を
す
で
に
お
持
ち
の
方
に
つ
い

て
は
、
更
新
手
続
き
を
す
る
必
要

は
あ
り
ま
せ
ん
。

■
手
続
き
に
必
要
な
も
の
／

　

印
鑑
、
保
険
証
、
対
象
に
な
る

　

要
件
を
証
明
で
き
る
も
の
（
身

　

体
障
害
者
手
帳
、
療
育
手
帳
、　

　

精
神
障
害
者
保
健
福
祉
手
帳
、

　

障
害
年
金
証
書
な
ど
）

■
問
い
合
わ
せ
／
福
祉
課

☎
７
７
‐
５
５
０
５

６
月
は
児
童
手
当
「
現
況
届
」

の
提
出
を
お
忘
れ
な
く

　

児
童
手
当
を
受
け
て
い
る
方

は
、
毎
年
６
月
に
「
現
況
届
」
を

提
出
し
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。

こ
の
届
は
、
毎
年
６
月
１
日
に
お

け
る
状
況
を
記
載
し
、
引
き
続
き

手
当
を
受
け
る
要
件
が
あ
る
か
ど

う
か
を
確
認
す
る
た
め
の
も
の
で

す
。
こ
の
届
の
提
出
が
な
い
と
、

６
月
以
降
の
手
当
が
受
け
ら
れ
な

く
な
り
ま
す
の
で
、
ご
注
意
く
だ

さ
い
。

■
提
出
期
限
／
６
月
30
日
㈮
ま
で

■
現
況
届
に
必
要
な
も
の
／

　

健
康
保
険
被
保
険
者
証
の
写
し

　
（
厚
生
年
金
加
入
者
の
場
合
）、

　

所
得
証
明
（
１
月
２
日
時
点
で

　

周
防
大
島
町
に
住
民
登
録
し
て

　

い
な
か
っ
た
場
合
）、
印
鑑
、　

　

通
帳
等
の
振
込
先
口
座
番
号
が

　

分
か
る
書
類
（
郵
便
局
は
不
可
）

■
児
童
手
当
の
額
／

　

現
に
養
育
し
て
い
る
児
童
で
１

　

人
目
お
よ
び
２
人
目
の
児
童
は

　

５
千
円
、
３
人
目
以
降
の
児
童

　

は
１
万
円
が
支
給
さ
れ
ま
す
。

※
児
童
手
当
が
小
学
校
６
年
生
ま

で
拡
大
さ
れ
ま
し
た

　

こ
の
た
び
児
童
手
当
の
支
給
対

象
年
齢
が
、
小
学
校
第
３
学
年
修

了
前
か
ら
小
学
校
第
６
学
年
修
了

前
ま
で
に
引
き
上
げ
ら
れ
ま
し

た
。
新
た
に
手
当
て
を
受
け
よ
う

と
さ
れ
る
児
童
の
保
護
者
に
つ
い

て
は
、
認
定
請
求
等
の
手
続
き
が

必
要
と
な
り
ま
す
。
改
正
に
伴
う

新
規
請
求
等
は
、
９
月
29
日
ま
で

に
受
け
付
け
た
も
の
に
限
り
、
特

例
的
に
４
月
１
日
（
支
給
要
件
に

該
当
し
た
日
）
に
さ
か
の
ぼ
っ
て

支
給
さ
れ
ま
す
。
次
の
方
は
手
続

き
を
し
て
く
だ
さ
い
。

○
手
当
を
受
給
中
の
方
で
、
小
学

校
５
・
６
年
生
の
保
護
者

○
手
当
を
受
給
し
て
い
な
い
が
、

小
学
校
６
年
生
ま
で
の
児
童
を
養

育
し
て
い
る
方
（
所
得
制
限
に
よ

り
受
給
し
て
い
な
い
方
を
含
み
ま

す
。）

■
手
続
き
場
所
／

　

福
祉
課
ま
た
は
各
総
合
支
所
お

　

よ
び
各
出
張
所

■
問
い
合
わ
せ
／
福
祉
課

☎
７
７
‐
５
５
０
５

お知らせ６月

◆放置違反金制度の導入
　放置駐車違反が確認された車両について、運転者が反則金を納付しない場合などには、そ
の車両の所有者などに対して、放置違反金（反則金と同じ金額）の納付が命じられます。さ
らに、放置違反金納付命令を繰り返し受けた常習違反者には、一定期間車両の使用制限が命
令されます。
◆放置違反金を納付しないと、車検が受けられなくなります
　放置違反金を滞納して、公安委員会から催促を受けた者は、滞納処分による強制徴収の対
象となります。また、放置違反金が納付されなければ、車検手続きが完了できなくなります。
◆民間の駐車監視員の導入
　下関警察署管内では、警察官以外にも民間の駐車監視員が巡回し、放置駐車違反の車両を
確認した場合は、その車両に放置車両確認標章を取り付けます。
　その他の警察署管内では、従来どおり警察官が、放置車両確認標章を取り付けます。

お お し ま 警

察

署

だ

よ

り

違法駐車の取締りが変わりました！
本年６月１日より、道路交通法の一部が改正され、違法駐車の取締りが変わりました。


